
草津市は誰もが健康で
幸せになれるまちを
めざしています。
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かけがえのない”いのち”を大切にする社会の実現に向けて
3月は「自殺対策強化月間」です

2 月のde愛ひろば（大路二）には、冬に咲くジュウガツザクラという桜が咲き、少し早い春が訪れました。
街がピンクに染まる季節、皆さんもおでかけしてみてはいかがですか。
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草津市民憲章　私たち草津市民は 一．古い歴史にとけあった新しい文化をつくり、住みよいまちをきずくためにあたたかい心を持ちあって、ともにあす 
への歩みを進めましょう。一．豊かな生産に努めましょう。一．高い教養を伸ばしましょう。一．明るい環境を整えましょう。一．良い風習を育てましょう。




